
長岡技術科学大学同窓会会則 
 
第１章 総   則 
 (名 称) 
第１条 本会は， 長岡技術科学大学同窓会という．  
 (事務所)  
第２条 本会は， 事務所を長岡技術科学大学（新潟県長岡市上富岡町 1603-1）内に置く． （平成 19 年 3

月 10 日 住所追加） 
 (支 部)  
第３条 本会は， 総則の承認を経て， 必要の地に支部を置くことができる． 
 
第２章 目的及び事業 
 (目 的)  
第４条 本会は， 会員相互の連絡， 親睦及び啓発を図り， 併せて長岡技術科学大学 (以下 ｢本学｣ という．) 

の発展充実に寄与することを目的とする．  
 (事 業)  
第５条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう．  

１ 会員相互及び本学との連絡に関すること 
２ 会員名簿の発行に関すること 
３ 会誌等の発行に関すること 
４ 本会の将来計画に関すること 
５ 本学に対する各種助成に関すること 
６ その他目的を達成するために必要な事業 

 
第３章 会   員 
 (会員の種別)  
第６条 本会の会員は， 次のとおりとする． 
 (1) 正 会 員 ア 本学大学院修了者 
  イ 本学学部卒業者 (本学大学院進学者を除く)  
  ウ その他上記に準ずる者で理事会が承認した者 
 (2) 準 会 員 ア 本学大学院在学者 
 イ 本学学部在学者 
 ウ その他上記に準ずる者で理事会が承認した者 
 (3) 特別会員 ア 本学の現職員および旧職員 
 イ 博士論文の提出により本学から博士の学位を授与されたもの 
 
第４章 役員及び職員等 
 (役 員)  
第７条 本学に， 次の役員を置く． 

(1) 会  長  1 名 
(2) 副 会 長  １名 (理事の中から選任)  
(3) 理  事  10 名以上 
(4) 常務理事  ２名以上 (理事の中から選任)  
(5) 監  事  ２名 

 (役員の選任)  
第８条 会長， 理事及び監事は総会で選出する．  
  ２ 副会長及び常務理事は， 理事の中から会長が委嘱する．  
 (会長， 副会長の職務)  
第９条 会長は， 本会を代表し， 会務を総理する．  
  ２ 副会長は， 会長を補佐する．  
  ３ 会長に事故があるときは， 副会長がその職務を代理する．  
 (理事の職務)  



第１０条 理事は， 理事会を組織して， 会務を処理する．  
  ２ 常務理事は， 日常の事務を処理する．  
  ３ 常務理事は， 有給とすることができる．  
 (監事の職務)  
第１１条 監事は， 本会の業務及び会計を監査する．  
 (役員の任期)  
第１２条 本会の会長・副会長の任期は２年とし１年毎に会長または副会長を改選する｡ ただし， 再任を妨

げない．  
  ２ 本会の理事監事の役員の任期は２年とし，１年毎に半数を改選する｡ ただし，再任を妨げない｡ 
  ３ 補欠又は増員により選任された役員の任期は，前任者又は現任者の残任期間とする．  
  ４ 役員は，その任期満了後でも，後任者が就任するまでは，なおその職務を行なう．  
 (職 員)  
第１３条 本会の事務を処理するため， 必要な職務を置くことができる． 
  ２ 職員は，会長が任免する． 
  ３ 職員は有給とする． 
 
第５章 名誉会長及び顧問 
 (名誉会長)  
第１４条 本会に名誉会長を置き， 長岡技術科学大学長を推載する．  
 (顧 間)  
第１５条 本会に顧問を置くことができる．  
 ２ 顧問は，理事会で選出し，会長が委嘱する．  

  ３ 顧問の任期は，３年とする．ただし，再任を妨げない． 
  ４ 顧問は，会長の諮問に応じ，又は意見を述べることができる． 
 
第６章 会   議 
 (理事会)  
第１６条 理事会は，原則として毎年２回会長が招集し，開催する．ただし，会長が必要と認めたときは，臨

時に開催することができる． 
１ 理事会は，次の事項を審議する． 

(1) 本会の運営に関する重要事項 
(2) 本会の業務に関する必要事項 

２ 理事会の議長は， 会長とする． 
３ 理事会の議決は， 理事会現員数の３分の２以上の者の出席を必要とする． ただし， 当該議事に

つき書面をもってあらかじめ意思表示をした者は， 出席者とみなす． 
４ 理事会の議事は，出席理事の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる． 

 
 (総 会)  
第１７条 総会は，第６条第１号の正会員をもって組織する． 

１ 総会は，原則として毎年１回会長が招集し，開催する．ただし，理事会の議を経て臨時に開催する

ことができる． 
２ 総会の議長は，会議のつど出席正会員の互選で定める． 
３ 総会は，次の事項を議決する． 

(1) 事業計画及び収支予算に関すること 
(2) 事業報告及び収支決算に関すること 
(3) 役員の選任に関すること 
(4) 会則の改廃に関すること 
(5) その他本会の運営に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

４ 総会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる． 
 
第７章 資産及び会計 
 (資産の種別)  
第１８条 本会の資産は， 積立金と経常費の２種類とする． 



１ 積立金は， 第５条第４号の事業達成のために積み立てるものとし， 次に掲げるものをもって構成

する． 
(1) 設立当初の財産目録中， 積立金として記載された財産 
(2) 総会で， 積立金に繰入れることを議決した財産 

２ 経常費は， 次に掲げるものをもって充てる． 
(1) 会 費 
(2) 事業に伴う収入 
(3) 寄付金 
(4) その他の収入 

(資産の管理)  
第１９条 本会の資産は，会長が管理する． 

１ 積立金の減少を伴う行為については，理事会及び総会の議決を必要とする． 
(会 費)  

第２０条 本会の正会員は，終身会費として，１２，０００円を納入するものとする． 
 (会計年度)  
第２１条 本会の会計年度は，毎年３月１日に始まり翌年２月末日までとする． 
 
第８章 雑   則 
 (細 則)  
第２２条 この会則の施行について必要な細則は， 理事会の議を経て会長が別に定める． 
 
    附   則 

１ この会則は，昭和 57 年３月 25 日から施行する． 
２ 設立当初の会計年度は，第 21 条の規定に関わらず，設立の日から昭和 58 年３月 31 日までとする． 

 
    附   則 

この会則は，平成元年３月 25 日から施行する． 
 
    附   則 

１ この会則は，平成８年３月 25 日から施行する． 
２ 平成８年３月 25 日から平成９年３月 31 日の間は，第７条の規定を除外する． 

 
    附   則 

この会則は，平成９年４月１日から施行する． 
 
    附   則 

この会則は，平成 13 年４月１日から施行する． 
 
    附   則 

この会則は，平成 21 年４月１日から施行する． 
 


